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海
洋
汚
染
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
参
照
条
文

○
海
洋
汚
染
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
十
二
月
二
十
五
日
法
律
第
百
三
十
六
号
）
（
抄
）

（
定
義
）

第
三
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

船
舶

海
域
（
港
則
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
四
号
）
に
基
づ
く
港
の
区
域
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
い
て
航
行
の
用
に

供
す
る
船
舟
類
を
い
う
。

二
～
十
七

（
略
）

（
油
に
よ
る
海
洋
の
汚
染
の
防
止
の
た
め
の
設
備
等
）

第
五
条

船
舶
所
有
者
（
当
該
船
舶
が
共
有
さ
れ
て
い
る
と
き
は
船
舶
管
理
人
、
当
該
船
舶
が
貸
し
渡
さ
れ
て
い
る
と
き
は
船
舶
借
入
人
。
以
下

同
じ
。
）
は
、
船
舶
（
ビ
ル
ジ
等
が
生
ず
る
こ
と
の
な
い
船
舶
を
除
く
。
）
に
、
ビ
ル
ジ
等
排
出
防
止
設
備
（
船
舶
内
に
存
す
る
油
の
船
底
へ

の
流
入
の
防
止
又
は
ビ
ル
ジ
等
の
船
舶
内
に
お
け
る
貯
蔵
若
し
く
は
処
理
の
た
め
の
設
備
を
い
う
。
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
設
置
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
タ
ン
カ
ー
に
は
、
水
バ
ラ
ス
ト
等
排
出
防
止
設
備
（
貨
物
油
を
含
む
水
バ
ラ
ス
ト
等
の
船
舶
内
に
お
け
る
貯

蔵
又
は
処
理
の
た
め
の
設
備
を
い
う
。
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
設
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
タ
ン
カ
ー
に
は
、
分
離
バ
ラ
ス
ト
タ
ン
ク
（
タ
ン
カ
ー
の
貨
物
艙
（
ば
ら
積
み

の
液
体
貨
物
を
輸
送
す
る
た
め
の
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
燃
料
油
タ
ン
ク
か
ら
完
全
に
分
離
さ
れ
て
い
る
タ
ン
ク
で
あ
つ
て
水
バ

ラ
ス
ト
の
積
載
の
た
め
に
常
置
さ
れ
て
い
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
貨
物
艙
原
油
洗
浄
設
備
（
原
油
に
よ
り
貨
物
艙
を
洗
浄
す
る

設
備
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
設
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

前
三
項
の
規
定
に
よ
る
ビ
ル
ジ
等
排
出
防
止
設
備
、
水
バ
ラ
ス
ト
等
排
出
防
止
設
備
、
分
離
バ
ラ
ス
ト
タ
ン
ク
及
び
貨
物
艙
原
油
洗
浄
設
備

の
設
置
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
。

第
五
条
の
二

タ
ン
カ
ー
の
貨
物
艙
及
び
前
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
設
置
す
る
分
離
バ
ラ
ス
ト
タ
ン
ク
は
、
衝
突
、
乗
揚
げ
そ
の
他
の
事
由
に

よ
り
船
舶
に
損
傷
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
大
量
の
油
が
排
出
さ
れ
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準

に
適
合
す
る
よ
う
に
設
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
油
濁
防
止
緊
急
措
置
手
引
書
）
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第
七
条
の
二

船
舶
所
有
者
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
船
舶
ご
と
に
、
当
該
船
舶
か
ら
油
の
不
適
正
な
排
出
が
あ
り
、
又
は
排
出
の
お
そ
れ

が
あ
る
場
合
に
お
い
て
当
該
船
舶
内
に
あ
る
者
が
直
ち
に
と
る
べ
き
措
置
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
油
濁
防
止
緊
急
措
置
手
引
書
を
作
成
し
、

こ
れ
を
当
該
船
舶
内
に
備
え
置
き
、
又
は
掲
示
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
油
濁
防
止
緊
急
措
置
手
引
書
の
作
成
及
び
備
置
き
又
は
掲
示
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
。

３

（
略
）

（
有
害
液
体
物
質
に
よ
る
海
洋
の
汚
染
の
防
止
の
た
め
の
設
備
等
）

第
九
条
の
三

船
舶
所
有
者
は
、
有
害
液
体
物
質
を
輸
送
す
る
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
船
舶
に
、
有
害
液
体
物
質
の
船
舶
内
に
お
け
る
貯
蔵
又

は
処
理
の
た
め
の
設
備
そ
の
他
の
有
害
液
体
物
質
の
排
出
に
よ
る
海
洋
の
汚
染
を
防
止
す
る
た
め
の
設
備
（
次
項
に
お
い
て
「
有
害
液
体
物
質

排
出
防
止
設
備
」
と
い
う
。
）
を
設
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
有
害
液
体
物
質
排
出
防
止
設
備
の
設
置
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
。

３

国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
有
害
液
体
物
質
を
輸
送
す
る
船
舶
の
貨
物
艙
は
、
衝
突
、
乗
揚
げ
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
船
舶
の
損
傷
そ
の
他
の

事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
大
量
の
有
害
液
体
物
質
が
排
出
さ
れ
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準

に
適
合
す
る
よ
う
に
設
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
有
害
液
体
汚
染
防
止
管
理
者
等
）

第
九
条
の
四

（
略
）

２
～
８

（
略
）

９

第
七
条
の
二
第
二
項
の
規
定
は
、
有
害
液
体
汚
染
防
止
緊
急
措
置
手
引
書
及
び
海
洋
汚
染
防
止
緊
急
措
置
手
引
書
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
ふ
ん
尿
等
に
よ
る
海
洋
の
汚
染
の
防
止
の
た
め
の
設
備
）

第
十
条
の
二

船
舶
所
有
者
は
、
前
条
第
二
項
第
一
号
の
政
令
で
定
め
る
総
ト
ン
数
又
は
搭
載
人
員
以
上
の
船
舶
（
一
国
の
港
と
他
の
国
の
港
と

の
間
の
航
海
（
以
下
「
国
際
航
海
」
と
い
う
。
）
に
従
事
さ
せ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
、
ふ
ん
尿
等
排
出
防
止
設
備
（
船
舶
内
で
生
ず
る
ふ
ん

尿
等
の
船
舶
内
に
お
け
る
貯
蔵
又
は
処
理
の
た
め
の
設
備
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
設
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
ふ
ん
尿
等
排
出
防
止
設
備
の
設
置
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
。

別
表
第
一
（
第
九
条
の
七
関
係
）

一

確
認
業
務
又
は
有
害
液
体
物
質
等
を
輸
送
す
る
船
舶
の
貨
物
艙
の
洗
浄
に
係
る
状
態
の
確
認
の
業
務
に
つ
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ

る
学
歴
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
期
間
以
上
の
期
間
実
務
の
経
験
を
有
す
る
者
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学

歴

期
間

イ

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
に
よ
る
大
学
院
若
し
く
は
大
学
（
短
期
大
学
を
除
く
。
）
又

六
月

は
旧
大
学
令
（
大
正
七
年
勅
令
第
三
百
八
十
八
号
）
に
よ
る
大
学
（
以
下
「
大
学
等
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
化
学

又
は
商
船
に
関
す
る
学
科
を
修
得
し
て
卒
業
し
た
者

ロ

大
学
等
に
お
い
て
化
学
又
は
商
船
に
関
す
る
学
科
以
外
の
理
科
に
関
す
る
学
科
を
修
得
し
て
卒
業
し
た
者

一
年

ハ

学
校
教
育
法
に
よ
る
短
期
大
学
若
し
く
は
高
等
専
門
学
校
又
は
旧
専
門
学
校
令
（
明
治
三
十
六
年
勅
令
第
六
十
一

号
）
に
よ
る
専
門
学
校
（
以
下
「
短
期
大
学
等
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
化
学
又
は
商
船
に
関
す
る
学
科
を
修
得
し

て
卒
業
し
た
者

ニ

短
期
大
学
等
に
お
い
て
化
学
又
は
商
船
に
関
す
る
学
科
以
外
の
理
科
に
関
す
る
学
科
を
修
得
し
て
卒
業
し
た
者

二
年

ホ

学
校
教
育
法
に
よ
る
高
等
学
校
又
は
旧
中
等
学
校
令
（
昭
和
十
八
年
勅
令
第
三
十
六
号
）
に
よ
る
実
業
学
校
に
お

い
て
化
学
又
は
商
船
に
関
す
る
学
科
を
修
得
し
て
卒
業
し
た
者

二

確
認
業
務
又
は
有
害
液
体
物
質
等
を
輸
送
す
る
船
舶
の
貨
物
艙
の
洗
浄
に
係
る
状
態
の
確
認
の
業
務
に
つ
い
て
三
年
以
上
の
実
務
の
経
験

を
有
す
る
者

三

前
二
号
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
経
験
を
有
す
る
者

別
表
第
二
（
第
十
七
条
の
十
二
、
第
十
七
条
の
十
五
関
係
）

一

寸
法
計
測
機
器

二

圧
力
計

三

流
量
計

四

油
分
濃
度
計

五

絶
縁
抵
抗
計



- 4 -

○
船
舶
安
全
法
（
昭
和
八
年
十
二
月
二
十
五
日
法
律
第
十
一
号
）
（
抄
）

第
一
章

船
舶
ノ
施
設

第
二
条

船
舶
ハ
左
ニ
掲
グ
ル
事
項
ニ
付
国
土
交
通
省
令
（
漁
船
ノ
ミ
ニ
関
ス
ル
モ
ノ
ニ
付
テ
ハ
国
土
交
通
省
令
・
農
林
水
産
省
令
）
ノ
定
ム
ル

所
ニ
依
リ
施
設
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

一

船
体

二

機
関

三

帆
装

四

排
水
設
備

五

操
舵
、
繋
船
及
揚
錨
ノ
設
備

六

救
命
及
消
防
ノ
設
備

七

居
住
設
備

八

衛
生
設
備

九

航
海
用
具

十

危
険
物
其
ノ
他
ノ
特
殊
貨
物
ノ
積
附
設
備

十
一

荷
役
其
ノ
他
ノ
作
業
ノ
設
備

十
二

電
気
設
備

十
三

前
各
号
ノ
外
国
土
交
通
大
臣
ニ
於
テ
特
ニ
定
ム
ル
事
項

②

（
略
）

第
五
条

船
舶
所
有
者
ハ
第
二
条
第
一
項
ノ
規
定
ノ
適
用
ア
ル
船
舶
ニ
付
同
項
各
号
ニ
掲
グ
ル
事
項
、
第
三
条
ノ
船
舶
ニ
付
満
載
吃
水
線
、
前
条

第
一
項
ノ
規
定
ノ
適
用
ア
ル
船
舶
ニ
付
無
線
電
信
等
ニ
関
シ
国
土
交
通
省
令
ノ
定
ム
ル
所
ニ
依
リ
左
ノ
区
別
ニ
依
ル
検
査
ヲ
受
ク
ベ
シ

一

初
メ
テ
航
行
ノ
用
ニ
供
ス
ル
ト
キ
又
ハ
第
十
条
ニ
規
定
ス
ル
有
効
期
間
満
了
シ
タ
ル
ト
キ
行
フ
精
密
ナ
ル
検
査
（
定
期
検
査
）

二

定
期
検
査
ト
定
期
検
査
ト
ノ
中
間
ニ
於
テ
国
土
交
通
省
令
ノ
定
ム
ル
時
期
ニ
行
フ
簡
易
ナ
ル
検
査
（
中
間
検
査
）

三

第
二
条
第
一
項
各
号
ニ
掲
グ
ル
事
項
又
ハ
無
線
電
信
等
ニ
付
国
土
交
通
省
令
ヲ
以
テ
定
ム
ル
改
造
又
ハ
修
理
ヲ
行
フ
ト
キ
、
第
九
条
第
一

項
ノ
規
定
ニ
依
リ
定
メ
ラ
レ
タ
ル
満
載
吃
水
線
ノ
位
置
又
ハ
船
舶
検
査
証
書
ニ
記
載
シ
タ
ル
条
件
ノ
変
更
ヲ
受
ケ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
其
ノ
他
国

土
交
通
省
令
ノ
定
ム
ル
ト
キ
行
フ
検
査
（
臨
時
検
査
）

四

船
舶
検
査
証
書
ヲ
受
有
セ
ザ
ル
船
舶
ヲ
臨
時
ニ
航
行
ノ
用
ニ
供
ス
ル
ト
キ
行
フ
検
査
（
臨
時
航
行
検
査
）

五

前
各
号
ノ
外
一
定
ノ
範
囲
ノ
船
舶
ニ
付
第
二
条
第
一
項
ノ
国
土
交
通
省
令
又
ハ
国
土
交
通
省
令
・
農
林
水
産
省
令
ニ
適
合
セ
ザ
ル
虞
ア
ル

ニ
因
リ
国
土
交
通
大
臣
ニ
於
テ
特
ニ
必
要
ア
リ
ト
認
メ
タ
ル
ト
キ
行
フ
検
査
（
特
別
検
査
）
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②

国
土
交
通
大
臣
ハ
国
土
交
通
省
令
ノ
定
ム
ル
所
ニ
依
リ
中
間
検
査
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ヲ
免
除
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第
六
条

本
法
施
行
地
ニ
於
テ
製
造
ス
ル
長
サ
三
十
メ
ー
ト
ル
以
上
ノ
船
舶
ノ
製
造
者
ハ
第
二
条
第
一
項
ノ
規
定
ノ
適
用
ア
ル
船
舶
ニ
付
同
条
第

一
項
第
一
号
、
第
二
号
及
第
四
号
ニ
掲
グ
ル
事
項
、
第
三
条
ノ
船
舶
ニ
付
満
載
吃
水
線
ニ
関
シ
船
舶
ノ
製
造
ニ
著
手
シ
タ
ル
時
ヨ
リ
国
土
交
通

省
令
ノ
定
ム
ル
所
ニ
依
リ
検
査
（
製
造
検
査
）
ヲ
受
ク
ベ
シ
但
シ
国
土
交
通
大
臣
ニ
於
テ
已
ム
コ
ト
ヲ
得
ズ
又
ハ
必
要
ナ
シ
ト
認
ム
ル
ト
キ
ハ

此
ノ
限
ニ
在
ラ
ズ

②

本
法
施
行
地
ニ
於
テ
製
造
ス
ル
長
サ
三
十
メ
ー
ト
ル
未
満
ノ
船
舶
及
本
法
施
行
地
外
ニ
於
テ
製
造
ス
ル
船
舶
ノ
製
造
者
ハ
其
ノ
船
舶
ニ
付
国

土
交
通
省
令
ノ
定
ム
ル
所
ニ
依
リ
前
項
ノ
製
造
検
査
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ヲ
得

③

第
二
条
第
一
項
各
号
ニ
掲
グ
ル
事
項
ニ
係
ル
物
件
ニ
シ
テ
国
土
交
通
省
令
ヲ
以
テ
定
ム
ル
モ
ノ
ハ
備
附
ク
ベ
キ
船
舶
ノ
特
定
前
ト
雖
モ
国
土

交
通
省
令
ノ
定
ム
ル
所
ニ
依
リ
検
査
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ヲ
得

④

前
三
項
ノ
規
定
ニ
依
ル
検
査
ニ
合
格
シ
タ
ル
事
項
ニ
付
テ
ハ
国
土
交
通
省
令
ノ
定
ム
ル
所
ニ
依
リ
前
条
ノ
検
査
（
特
別
検
査
ヲ
除
ク
）
及
第

一
項
ノ
製
造
検
査
（
前
項
ノ
規
定
ニ
依
ル
検
査
ニ
合
格
シ
タ
ル
事
項
ニ
限
ル
）
ヲ
省
略
ス

第
六
条
ノ
二

船
舶
又
ハ
第
二
条
第
一
項
各
号
ニ
掲
グ
ル
事
項
ニ
係
ル
物
件
ニ
シ
テ
国
土
交
通
省
令
ヲ
以
テ
定
ム
ル
モ
ノ
ノ
製
造
工
事
又
ハ
第
五

条
第
一
項
第
三
号
ノ
国
土
交
通
省
令
ヲ
以
テ
定
ム
ル
改
造
若
ハ
修
理
ノ
工
事
（
以
下
改
造
修
理
工
事
ト
称
ス
）
ノ
能
力
ニ
付
事
業
場
毎
ニ
行
フ

国
土
交
通
大
臣
ノ
認
定
ヲ
受
ケ
タ
ル
者
ガ
当
該
認
定
ニ
係
ル
製
造
工
事
又
ハ
改
造
修
理
工
事
ヲ
行
ヒ
且
国
土
交
通
省
令
ノ
定
ム
ル
所
ニ
依
リ
当

該
認
定
ニ
係
ル
製
造
工
事
又
ハ
改
造
修
理
工
事
ガ
第
二
条
第
一
項
ニ
規
定
ス
ル
国
土
交
通
省
令
又
ハ
国
土
交
通
省
令
・
農
林
水
産
省
令
ノ
規
定

ニ
適
合
シ
テ
為
サ
レ
タ
ル
コ
ト
ヲ
確
認
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
製
造
工
事
又
ハ
改
造
修
理
工
事
ニ
付
第
五
条
ノ
検
査
（
特
別
検
査
ヲ
除
ク
）
及
前

条
ノ
検
査
ヲ
省
略
ス

第
六
条
ノ
三

船
舶
又
ハ
第
二
条
第
一
項
各
号
ニ
掲
グ
ル
事
項
ニ
係
ル
物
件
ニ
シ
テ
国
土
交
通
省
令
ヲ
以
テ
定
ム
ル
モ
ノ
ノ
製
造
者
ガ
其
ノ
船
舶

又
ハ
物
件
ノ
整
備
（
第
五
条
第
一
項
第
三
号
ノ
国
土
交
通
省
令
ヲ
以
テ
定
ム
ル
修
理
ヲ
除
ク
以
下
同
ジ
）
ニ
付
整
備
規
程
ヲ
定
メ
国
土
交
通
大

臣
ノ
認
可
ヲ
受
ケ
タ
ル
場
合
ニ
於
テ
当
該
整
備
規
程
ニ
従
ヒ
整
備
ヲ
行
フ
能
力
ニ
付
事
業
場
毎
ニ
行
フ
国
土
交
通
大
臣
ノ
認
定
ヲ
受
ケ
タ
ル
者

ガ
其
ノ
船
舶
又
ハ
物
件
ノ
整
備
ヲ
行
ヒ
且
国
土
交
通
省
令
ノ
定
ム
ル
所
ニ
依
リ
其
ノ
整
備
ガ
当
該
整
備
規
程
ニ
適
合
シ
テ
為
サ
レ
タ
ル
コ
ト
ヲ

確
認
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
当
該
船
舶
又
ハ
物
件
ニ
付
国
土
交
通
省
令
ノ
定
ム
ル
所
ニ
依
リ
其
ノ
後
三
十
日
内
ニ
行
フ
定
期
検
査
又
ハ
中
間
検
査
ヲ
省

略
ス
但
シ
其
ノ
期
間
内
ニ
臨
時
検
査
ヲ
受
ク
ベ
キ
事
由
ノ
生
ジ
タ
ル
船
舶
又
ハ
物
件
ニ
付
テ
ハ
此
ノ
限
ニ
在
ラ
ズ

第
六
条
ノ
四

船
舶
又
ハ
第
二
条
第
一
項
各
号
ニ
掲
グ
ル
事
項
ニ
係
ル
物
件
ニ
シ
テ
国
土
交
通
省
令
ヲ
以
テ
定
ム
ル
モ
ノ
ニ
付
国
土
交
通
大
臣
ノ

型
式
承
認
ヲ
受
ケ
タ
ル
製
造
者
ガ
当
該
型
式
承
認
ニ
係
ル
船
舶
又
ハ
物
件
ヲ
製
造
シ
且
管
海
官
庁
、
第
二
十
五
条
の
四
十
六
及
第
二
十
五
条
の

四
十
七
ノ
規
定
ニ
依
リ
国
土
交
通
大
臣
ノ
登
録
ヲ
受
ケ
タ
ル
者
（
以
下
登
録
検
定
機
関
ト
称
ス
）
又
ハ
次
章
ノ
規
定
ニ
依
ル
小
型
船
舶
検
査
機
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構
ノ
検
定
ヲ
受
ケ
之
ニ
合
格
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
当
該
船
舶
又
ハ
物
件
ニ
付
国
土
交
通
省
令
ノ
定
ム
ル
所
ニ
依
リ
第
五
条
ノ
検
査
（
特
別
検
査
ヲ
除

ク
）
及
第
六
条
ノ
検
査
ヲ
省
略
ス

②

前
項
ノ
規
定
ニ
依
ル
型
式
承
認
ヲ
受
ケ
且
第
六
条
ノ
二
ノ
規
定
ニ
依
リ
当
該
型
式
承
認
ニ
係
ル
船
舶
又
ハ
物
件
ノ
製
造
工
事
ノ
能
力
ニ
付
国

土
交
通
大
臣
ノ
認
定
ヲ
受
ケ
タ
ル
者
ガ
当
該
船
舶
又
ハ
物
件
ヲ
製
造
シ
且
国
土
交
通
省
令
ノ
定
ム
ル
所
ニ
依
リ
当
該
船
舶
又
ハ
物
件
ガ
同
項
ノ

規
定
ニ
依
リ
承
認
ヲ
受
ケ
タ
ル
型
式
ニ
適
合
シ
タ
ル
モ
ノ
タ
ル
コ
ト
ヲ
確
認
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
同
項
ノ
規
定
ニ
依
ル
検
定
ニ
合
格
シ
タ
ル
モ
ノ
ト

看
做
ス

第
九
条

（
略
）

②

（
略
）

③

管
海
官
庁
ハ
第
六
条
ノ
規
定
ニ
依
ル
検
査
ニ
合
格
シ
タ
ル
船
舶
又
ハ
物
件
ニ
対
シ
テ
ハ
合
格
証
明
書
ヲ
交
付
シ
又
ハ
証
印
ヲ
附
ス
ベ
シ

④

管
海
官
庁
、
登
録
検
定
機
関
又
ハ
小
型
船
舶
検
査
機
構
ハ
第
六
条
ノ
四
第
一
項
ノ
規
定
ニ
依
ル
検
定
ニ
合
格
シ
タ
ル
船
舶
又
ハ
物
件
ニ
対
シ

テ
ハ
合
格
証
明
書
ヲ
交
付
シ
又
ハ
証
印
ヲ
附
ス
ベ
シ

⑤

第
六
条
ノ
四
第
二
項
ニ
規
定
ス
ル
者
ハ
同
項
ノ
規
定
ニ
依
リ
確
認
シ
タ
ル
船
舶
又
ハ
物
件
ニ
対
シ
テ
ハ
国
土
交
通
省
令
ヲ
以
テ
定
ム
ル
標
示

ヲ
附
ス
ベ
シ

⑥

（
略
）

第
十
一
条

管
海
官
庁
ノ
検
査
又
ハ
検
定
ヲ
受
ケ
タ
ル
者
検
査
又
ハ
検
定
ニ
対
シ
不
服
ア
ル
ト
キ
ハ
検
査
又
ハ
検
定
ノ
結
果
ニ
関
ス
ル
通
知
ヲ
受

ケ
タ
ル
日
ノ
翌
日
ヨ
リ
起
算
シ
三
十
日
内
ニ
其
ノ
事
由
ヲ
具
シ
国
土
交
通
大
臣
ニ
再
検
査
又
ハ
再
検
定
ヲ
申
請
シ
再
検
査
又
ハ
再
検
定
ニ
対
シ

不
服
ア
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
取
消
ノ
訴
ヲ
提
起
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

②

再
検
査
又
ハ
再
検
定
ヲ
申
請
シ
タ
ル
者
ハ
国
土
交
通
大
臣
ノ
許
可
ヲ
受
ク
ル
ニ
非
ザ
レ
バ
関
係
部
分
ノ
原
状
ヲ
変
更
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ

③

第
一
項
ノ
検
査
又
ハ
検
定
ニ
対
シ
不
服
ア
ル
者
ハ
同
項
ノ
規
定
ニ
依
ル
コ
ト
ニ
依
リ
テ
ノ
ミ
之
ヲ
争
フ
コ
ト
ヲ
得

④

登
録
検
定
機
関
若
ハ
小
型
船
舶
検
査
機
構
又
ハ
登
録
検
査
確
認
機
関
ノ
行
フ
検
定
又
ハ
検
査
及
確
認
ニ
付
テ
ハ
第
一
項
中
管
海
官
庁
ト
ア
ル

ハ
登
録
検
定
機
関
若
ハ
小
型
船
舶
検
査
機
構
又
ハ
登
録
検
査
確
認
機
関
ト
読
替
ヘ
テ
同
項
ノ
規
定
ヲ
適
用
ス

第
十
二
条

管
海
官
庁
ハ
必
要
ア
リ
ト
認
ム
ル
ト
キ
ハ
何
時
ニ
テ
モ
当
該
官
吏
ヲ
シ
テ
船
舶
又
ハ
第
六
条
ノ
二
若
ハ
第
六
条
ノ
三
ノ
規
定
ニ
依
ル

認
定
ヲ
受
ケ
タ
ル
者
ノ
事
業
場
ニ
臨
検
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
此
ノ
場
合
ニ
於
テ
ハ
当
該
官
吏
ハ
其
ノ
身
分
ヲ
証
明
ス
ベ
キ
証
票
ヲ
携
帯
ス
ベ
シ

②

管
海
官
庁
ハ
必
要
ア
リ
ト
認
ム
ル
ト
キ
ハ
船
舶
所
有
者
、
船
長
又
ハ
第
六
条
ノ
二
若
ハ
第
六
条
ノ
三
ノ
規
定
ニ
依
ル
認
定
ヲ
受
ケ
タ
ル
者
ヲ

シ
テ
船
舶
ノ
堪
航
性
及
人
命
ノ
安
全
ニ
関
シ
国
土
交
通
省
令
ノ
定
ム
ル
所
ニ
依
リ
届
出
ヲ
為
サ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
得

③

（
略
）
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第
三
章

登
録
検
定
機
関
等

第
一
節

登
録
検
定
機
関

（
登
録
の
要
件
等
）

第
二
十
五
条
の
四
十
七

国
土
交
通
大
臣
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
登
録
の
申
請
を
し
た
者
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
登
録
申
請

者
」
と
い
う
。
）
が
次
に
掲
げ
る
要
件
の
す
べ
て
に
適
合
し
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
登
録
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

登
録
に
関
し
て
必
要
な
手
続
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
。

一

別
表
第
一
に
掲
げ
る
機
械
器
具
そ
の
他
の
設
備
を
用
い
て
検
定
を
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

次
に
掲
げ
る
条
件
の
い
ず
れ
か
に
適
合
す
る
知
識
経
験
を
有
す
る
者
が
検
定
を
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

船
舶
又
は
第
二
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
物
件
の
製
造
、
改
造
、
修
理
又
は
整
備
に
関
す
る
研
究
、
設
計
、
工
事
の
監
督

又
は
検
査
に
つ
い
て
、
別
表
第
二
の
上
欄
に
掲
げ
る
学
歴
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
年
数
以
上
の
実
務
の
経
験

を
有
す
る
こ
と
。

ロ

船
舶
又
は
第
二
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
物
件
の
製
造
、
改
造
、
修
理
又
は
整
備
に
関
す
る
研
究
、
設
計
、
工
事
の
監
督

又
は
検
査
に
つ
い
て
六
年
以
上
の
実
務
の
経
験
を
有
す
る
こ
と
。

ハ

イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
経
験
を
有
す
る
こ
と
。

三

登
録
申
請
者
が
、
船
舶
又
は
第
二
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
物
件
の
所
有
者
又
は
製
造
、
改
造
、
修
理
、
整
備
、
輸
入
若
し

く
は
販
売
を
業
と
す
る
者
（
以
下
こ
の
号
及
び
第
二
十
五
条
の
五
十
三
第
二
項
に
お
い
て
「
船
舶
関
連
事
業
者
」
と
い
う
。
）
に
支
配
さ
れ

て
い
る
も
の
と
し
て
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
。

イ

登
録
申
請
者
が
株
式
会
社
又
は
有
限
会
社
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
船
舶
関
連
事
業
者
が
そ
の
親
会
社
（
商
法
（
明
治
三
十
二
年
法

律
第
四
十
八
号
）
第
二
百
十
一
条
ノ
二
第
一
項
の
親
会
社
を
い
い
、
当
該
登
録
申
請
者
が
外
国
に
あ
る
事
務
所
に
お
い
て
検
定
に
係
る
業

務
（
以
下
「
検
定
業
務
」
と
い
う
。
）
を
行
お
う
と
す
る
者
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
外
国
に
お
け
る
商
法
の
親
会
社
に
相
当
す
る
も

の
を
含
む
。
）
で
あ
る
こ
と
。

ロ

登
録
申
請
者
の
役
員
（
合
名
会
社
又
は
合
資
会
社
に
あ
つ
て
は
、
業
務
執
行
権
を
有
す
る
社
員
）
に
占
め
る
船
舶
関
連
事
業
者
の
役
員

又
は
職
員
（
過
去
二
年
間
に
当
該
船
舶
関
連
事
業
者
の
役
員
又
は
職
員
で
あ
つ
た
者
を
含
む
。
）
の
割
合
が
二
分
の
一
を
超
え
て
い
る
こ

と
。

ハ

登
録
申
請
者
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
権
を
有
す
る
役
員
）
が
、
船
舶
関
連
事
業
者
の
役
員
又
は
職
員
（
過
去
二
年
間
に
当
該

船
舶
関
連
事
業
者
の
役
員
又
は
職
員
で
あ
つ
た
者
を
含
む
。
）
で
あ
る
こ
と
。

２

国
土
交
通
大
臣
は
、
登
録
申
請
者
が
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
登
録
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

一

こ
の
法
律
又
は
こ
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
に
違
反
し
、
罰
金
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と

が
な
く
な
つ
た
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い
者

二

第
二
十
五
条
の
五
十
八
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
を
取
り
消
さ
れ
、
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い
者



- 8 -

三

法
人
で
あ
つ
て
、
そ
の
業
務
を
行
う
役
員
の
う
ち
に
前
二
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
が
あ
る
も
の

３

登
録
は
、
登
録
検
定
機
関
登
録
簿
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
て
す
る
も
の
と
す
る
。

一

登
録
年
月
日
及
び
登
録
番
号

二

登
録
を
受
け
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

三

登
録
を
受
け
た
者
が
検
定
を
行
う
事
業
所
の
所
在
地

四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項

（
登
録
の
更
新
）

第
二
十
五
条
の
四
十
八

登
録
は
、
三
年
を
下
ら
な
い
政
令
で
定
め
る
期
間
ご
と
に
そ
の
更
新
を
受
け
な
け
れ
ば
、
そ
の
期
間
の
経
過
に
よ
つ
て
、

そ
の
効
力
を
失
う
。

２

前
二
条
の
規
定
は
、
前
項
の
登
録
の
更
新
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
検
定
の
義
務
）

第
二
十
五
条
の
四
十
九

（
略
）

２

登
録
検
定
機
関
は
、
公
正
に
、
か
つ
、
第
二
十
五
条
の
四
十
七
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
要
件
に
適
合
す
る
方
法
に
よ
り
検
定

を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

（
略
）

４

（
略
）

（
登
録
事
項
の
変
更
の
届
出
）

第
二
十
五
条
の
五
十

登
録
検
定
機
関
は
、
第
二
十
五
条
の
四
十
七
第
三
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と

き
は
、
変
更
し
よ
う
と
す
る
日
の
二
週
間
前
ま
で
に
、
国
土
交
通
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
検
定
業
務
規
程
）

第
二
十
五
条
の
五
十
一

登
録
検
定
機
関
は
、
検
定
業
務
の
開
始
前
に
、
検
定
業
務
の
実
施
に
関
す
る
規
程
（
以
下
「
検
定
業
務
規
程
」
と
い

う
。
）
を
定
め
、
国
土
交
通
大
臣
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

２

検
定
業
務
規
程
に
は
、
検
定
業
務
の
実
施
方
法
、
専
任
の
管
理
責
任
者
の
選
任
そ
の
他
の
検
定
業
務
の
信
頼
性
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
、

検
定
に
関
す
る
料
金
そ
の
他
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
を
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

国
土
交
通
大
臣
は
、
第
一
項
の
認
可
を
し
た
検
定
業
務
規
程
が
検
定
業
務
の
適
正
か
つ
確
実
な
実
施
上
不
適
当
と
な
つ
た
と
認
め
る
と
き
は
、

登
録
検
定
機
関
（
外
国
登
録
検
定
機
関
を
除
く
。
）
に
対
し
、
そ
の
検
定
業
務
規
程
を
変
更
す
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
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（
財
務
諸
表
等
の
備
付
け
及
び
閲
覧
等
）

第
二
十
五
条
の
五
十
三

登
録
検
定
機
関
は
、
毎
事
業
年
度
経
過
後
三
月
以
内
に
、
当
該
事
業
年
度
の
財
産
目
録
、
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算

書
又
は
収
支
計
算
書
並
び
に
営
業
報
告
書
又
は
事
業
報
告
書
（
そ
の
作
成
に
代
え
て
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
の
人

の
知
覚
に
よ
つ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
つ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の

を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
作
成
が
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
電
磁
的
記
録
を
含
む
。
次
項
、
第
二
十
五
条
の
五
十

八
第
二
項
第
四
号
及
び
第
二
十
五
条
の
六
十
六
に
お
い
て
「
財
務
諸
表
等
」
と
い
う
。
）
を
作
成
し
、
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
す
る
と
と
も
に
、

五
年
間
事
務
所
に
備
え
て
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

船
舶
関
連
事
業
者
そ
の
他
の
利
害
関
係
人
は
、
登
録
検
定
機
関
の
業
務
時
間
内
は
、
い
つ
で
も
、
次
に
掲
げ
る
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

た
だ
し
、
第
二
号
又
は
第
四
号
の
請
求
を
す
る
に
は
、
登
録
検
定
機
関
の
定
め
た
費
用
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

財
務
諸
表
等
が
書
面
を
も
つ
て
作
成
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
当
該
書
面
の
閲
覧
又
は
謄
写
の
請
求

二

前
号
の
書
面
の
謄
本
又
は
抄
本
の
請
求

三

財
務
諸
表
等
が
電
磁
的
記
録
を
も
つ
て
作
成
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
当
該
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る

方
法
に
よ
り
表
示
し
た
も
の
の
閲
覧
又
は
謄
写
の
請
求

四

前
号
の
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
電
磁
的
方
法
で
あ
つ
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の
に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
の
請
求
又
は

当
該
事
項
を
記
載
し
た
書
面
の
交
付
の
請
求

（
適
合
命
令
）

第
二
十
五
条
の
五
十
五

国
土
交
通
大
臣
は
、
登
録
検
定
機
関
（
外
国
登
録
検
定
機
関
を
除
く
。
）
が
第
二
十
五
条
の
四
十
七
第
一
項
各
号
の
い

ず
れ
か
に
適
合
し
な
く
な
つ
た
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
登
録
検
定
機
関
に
対
し
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
適
合
す
る
た
め
必
要
な
措
置
を
と
る
べ

き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
改
善
命
令
）

第
二
十
五
条
の
五
十
六

国
土
交
通
大
臣
は
、
登
録
検
定
機
関
（
外
国
登
録
検
定
機
関
を
除
く
。
）
が
第
二
十
五
条
の
四
十
九
の
規
定
に
違
反
し

て
い
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
登
録
検
定
機
関
に
対
し
、
同
条
の
規
定
に
よ
る
検
定
業
務
を
行
う
べ
き
こ
と
又
は
検
定
の
方
法
そ
の
他
の
業

務
の
方
法
の
改
善
に
関
し
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
準
用
）

第
二
十
五
条
の
五
十
七

第
二
十
五
条
の
三
十
第
四
項
、
第
二
十
五
条
の
五
十
一
第
三
項
、
第
二
十
五
条
の
五
十
五
及
び
前
条
の
規
定
は
、
外
国

登
録
検
定
機
関
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
命
ず
る
」
と
あ
る
の
は
、
「
請
求
す
る
」
と
読
み
替
え
る
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も
の
と
す
る
。

（
登
録
の
取
消
し
等
）

第
二
十
五
条
の
五
十
八

国
土
交
通
大
臣
は
、
登
録
検
定
機
関
（
外
国
登
録
検
定
機
関
を
除
く
。
）
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き

は
、
そ
の
登
録
を
取
り
消
し
、
又
は
期
間
を
定
め
て
検
定
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
停
止
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

第
二
十
五
条
の
四
十
七
第
二
項
第
一
号
又
は
第
三
号
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
き
。

二

第
二
十
五
条
の
四
十
九
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
五
条
の
三
十
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
と
き
。

三

第
二
十
五
条
の
五
十
、
第
二
十
五
条
の
五
十
二
、
第
二
十
五
条
の
五
十
三
第
一
項
又
は
次
条
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。

四

第
二
十
五
条
の
五
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
認
可
を
受
け
た
検
定
業
務
規
程
に
よ
ら
な
い
で
検
定
を
行
つ
た
と
き
。

五

第
二
十
五
条
の
五
十
一
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
と
き
。

六

正
当
な
理
由
が
な
い
の
に
第
二
十
五
条
の
五
十
三
第
二
項
各
号
の
規
定
に
よ
る
請
求
を
拒
ん
だ
と
き
。

七

第
二
十
五
条
の
五
十
五
又
は
第
二
十
五
条
の
五
十
六
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
と
き
。

八

不
正
の
手
段
に
よ
り
登
録
を
受
け
た
と
き
。

２

国
土
交
通
大
臣
は
、
外
国
登
録
検
定
機
関
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
登
録
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

一

前
項
第
一
号
、
第
三
号
（
第
二
十
五
条
の
五
十
三
第
一
項
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
四
号
又
は
第
八
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と

き
。

二

前
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
二
十
五
条
の
三
十
第
四
項
、
第
二
十
五
条
の
五
十
一
第
三
項
、
第
二
十
五
条
の
五
十
五
又

は
第
二
十
五
条
の
五
十
六
の
規
定
に
よ
る
請
求
に
応
じ
な
か
つ
た
と
き
。

三

国
土
交
通
大
臣
が
、
外
国
登
録
検
定
機
関
が
前
二
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
認
め
て
、
期
間
を
定
め
て
検
定
業
務
の
全
部
又
は
一
部

の
停
止
を
請
求
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
請
求
に
応
じ
な
か
つ
た
と
き
。

四

第
二
十
五
条
の
五
十
三
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
財
務
諸
表
等
を
備
え
て
置
か
ず
、
財
務
諸
表
等
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
載
せ
ず
、

若
し
く
は
虚
偽
の
記
載
を
し
、
又
は
正
当
な
理
由
が
な
い
の
に
同
条
第
二
項
各
号
の
規
定
に
よ
る
請
求
を
拒
ん
だ
と
き
。

五

国
土
交
通
大
臣
が
、
こ
の
法
律
を
施
行
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
て
、
外
国
登
録
検
定
機
関
に
対
し
そ
の
業
務
又
は
経
理
の
状
況
に

関
し
報
告
を
求
め
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
報
告
が
さ
れ
ず
、
又
は
虚
偽
の
報
告
が
さ
れ
た
と
き
。

六

国
土
交
通
大
臣
が
、
こ
の
法
律
を
施
行
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
て
、
そ
の
職
員
に
外
国
登
録
検
定
機
関
の
事
務
所
又
は
事
業
所
に

立
ち
入
ら
せ
、
業
務
の
状
況
又
は
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
よ
う
と
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
検
査
が
拒
ま
れ
、
妨
げ
ら

れ
、
又
は
忌
避
さ
れ
た
と
き
。

七

次
項
の
規
定
に
よ
る
費
用
の
負
担
を
し
な
い
と
き
。

３

前
項
第
六
号
の
検
査
に
要
す
る
費
用
（
政
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
当
該
検
査
を
受
け
る
外
国
登
録
検
定
機
関
の
負
担
と
す
る
。
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（
帳
簿
の
記
載
）

第
二
十
五
条
の
五
十
九

登
録
検
定
機
関
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
帳
簿
を
備
え
、
検
定
業
務
に
関
し
国
土
交
通
省
令
で

定
め
る
事
項
を
記
載
し
、
こ
れ
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
報
告
の
徴
収
）

第
二
十
五
条
の
六
十

国
土
交
通
大
臣
は
、
こ
の
法
律
を
施
行
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
登
録
検
定
機
関
（
外
国
登
録
検
定
機

関
を
除
く
。
）
に
対
し
、
そ
の
業
務
又
は
経
理
の
状
況
に
関
し
報
告
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
立
入
検
査
）

第
二
十
五
条
の
六
十
一

国
土
交
通
大
臣
は
、
こ
の
法
律
を
施
行
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
職
員
に
、
登
録
検
定
機
関

（
外
国
登
録
検
定
機
関
を
除
く
。
）
の
事
務
所
又
は
事
業
所
に
立
ち
入
り
、
業
務
の
状
況
又
は
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
る
こ

と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
立
入
検
査
を
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
職
員
は
、
そ
の
身
分
を
示
す
証
票
を
携
帯
し
、
か
つ
、
関
係
者
の
請
求
が

あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
の
権
限
は
、
犯
罪
捜
査
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の
と
解
釈
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
公
示
）

第
二
十
五
条
の
六
十
二

国
土
交
通
大
臣
は
、
次
の
場
合
に
は
、
そ
の
旨
を
官
報
に
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

登
録
を
し
た
と
き
。

二

第
二
十
五
条
の
五
十
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
つ
た
と
き
。

三

第
二
十
五
条
の
五
十
二
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
し
た
と
き
。

四

第
二
十
五
条
の
五
十
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
を
取
り
消
し
、
又
は
検
定
業
務
の
停
止
を
命
じ
た
と
き
。

五

第
二
十
五
条
の
五
十
八
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
を
取
り
消
し
た
と
き
。

第
四
章

雑
則

第
二
十
九
条
ノ
三

前
各
条
ニ
規
定
ス
ル
モ
ノ
ノ
外
本
法
並
ニ
船
舶
ノ
堪
航
性
及
人
命
ノ
安
全
ニ
関
ス
ル
条
約
ノ
施
行
ニ
関
シ
必
要
ナ
ル
事
項
ハ

国
土
交
通
省
令
（
漁
船
ノ
ミ
ニ
関
ス
ル
モ
ノ
ニ
付
テ
ハ
国
土
交
通
省
令
・
農
林
水
産
省
令
）
ヲ
以
テ
之
ヲ
定
ム

②
・
③

（
略
）
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第
二
十
九
条
ノ
四

第
一
章
ノ
規
定
ニ
依
ル
検
査
（
登
録
検
査
確
認
機
関
又
ハ
船
級
協
会
ノ
検
査
ヲ
除
ク
以
下
同
ジ
）
、
認
定
、
認
可
、
型
式
承

認
若
ハ
検
定
（
機
構
又
ハ
登
録
検
定
機
関
ノ
検
定
ヲ
除
ク
以
下
同
ジ
）
又
ハ
検
査
若
ハ
検
定
ニ
関
ス
ル
書
類
ノ
再
交
付
若
ハ
書
換
（
以
下
検
査

等
ト
称
ス
）
ヲ
受
ケ
ン
ト
ス
ル
者
ハ
国
土
交
通
省
令
ノ
定
ム
ル
所
ニ
依
リ
実
費
ヲ
勘
案
シ
タ
ル
額
ノ
手
数
料
ヲ
国
（
機
構
ノ
検
査
等
ヲ
受
ケ
ン

ト
ス
ル
ト
キ
ハ
機
構
）
ニ
納
付
ス
ベ
シ
但
シ
国
及
独
立
行
政
法
人
（
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
二
条
第
一
項

ニ
規
定
ス
ル
独
立
行
政
法
人
ニ
シ
テ
当
該
独
立
行
政
法
人
ノ
業
務
ノ
内
容
其
ノ
他
ノ
事
情
ヲ
勘
案
シ
テ
政
令
ヲ
以
テ
定
ム
ル
モ
ノ
ニ
限
ル
）
ニ

於
テ
国
土
交
通
大
臣
又
ハ
管
海
官
庁
ノ
検
査
等
ヲ
受
ケ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
此
ノ
限
ニ
在
ラ
ズ

②
～
④

（
略
）

第
二
十
九
条
ノ
五

登
録
検
定
機
関
若
ハ
登
録
検
査
確
認
機
関
又
ハ
機
構
ノ
為
シ
タ
ル
検
定
業
務
若
ハ
検
査
及
確
認
ニ
係
ル
業
務
又
ハ
小
型
船
舶

検
査
事
務
ニ
係
ル
処
分
又
ハ
其
ノ
不
作
為
ニ
対
シ
不
服
ア
ル
者
ハ
第
十
一
条
第
一
項
又
ハ
第
四
項
ノ
規
定
ニ
依
ル
場
合
ヲ
除
ク
ノ
外
国
土
交
通

大
臣
ニ
対
シ
行
政
不
服
審
査
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
六
十
号
）
ニ
依
ル
審
査
請
求
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得

②
・
③

（
略
）

別
表
第
一
（
第
二
十
五
条
の
四
十
七
関
係
）

一

寸
法
計
測
器
具

二

ス
ト
ッ
プ
ウ
ォ
ッ
チ

三

質
量
計

四

温
度
計

五

湿
度
計

六

気
圧
計

七

圧
力
計

八

マ
ノ
メ
ー
タ

九

流
量
計

十

比
重
計

十
一

引
張
強
度
試
験
機

十
二

曲
げ
破
壊
試
験
機

十
三

硬
度
測
定
機

十
四

分
光
分
析
器

十
五

ク
ロ
マ
ト
グ
ラ
フ
分
析
器
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十
六

照
度
計

十
七

測
距
計

十
八

回
転
計

十
九

濃
度
計

二
十

電
圧
計

二
十
一

電
流
計

二
十
二

周
波
数
計

二
十
三

高
周
波
電
力
計

二
十
四

マ
イ
ク
ロ
波
尖
頭
電
力
計

二
十
五

シ
ン
ク
ロ
ス
コ
ー
プ

二
十
六

ス
ペ
ク
ト
ル
分
析
器

二
十
七

絶
縁
抵
抗
計

二
十
八

音
圧
計

二
十
九

動
力
計

○
排
他
的
経
済
水
域
及
び
大
陸
棚
に
関
す
る
法
律
（
平
成
八
年
六
月
十
四
日
法
律
第
七
十
四
号
）
（
抄
）

（
排
他
的
経
済
水
域
）

第
一
条

我
が
国
が
海
洋
法
に
関
す
る
国
際
連
合
条
約
（
以
下
「
国
連
海
洋
法
条
約
」
と
い
う
。
）
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
国
連
海
洋
法
条
約

第
五
部
に
規
定
す
る
沿
岸
国
の
主
権
的
権
利
そ
の
他
の
権
利
を
行
使
す
る
水
域
と
し
て
、
排
他
的
経
済
水
域
を
設
け
る
。

２

前
項
の
排
他
的
経
済
水
域
（
以
下
単
に
「
排
他
的
経
済
水
域
」
と
い
う
。
）
は
、
我
が
国
の
基
線
（
領
海
及
び
接
続
水
域
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
五
十
二
年
法
律
第
三
十
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
基
線
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
か
ら
、
い
ず
れ
の
点
を
と
っ
て
も
我
が
国
の

基
線
上
の
最
も
近
い
点
か
ら
の
距
離
が
二
百
海
里
で
あ
る
線
（
そ
の
線
が
我
が
国
の
基
線
か
ら
測
定
し
て
中
間
線
（
い
ず
れ
の
点
を
と
っ
て
も
、

我
が
国
の
基
線
上
の
最
も
近
い
点
か
ら
の
距
離
と
、
我
が
国
の
海
岸
と
向
か
い
合
っ
て
い
る
外
国
の
海
岸
に
係
る
そ
の
外
国
の
領
海
の
幅
を
測

定
す
る
た
め
の
基
線
上
の
最
も
近
い
点
か
ら
の
距
離
と
が
等
し
い
線
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
超
え
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
超
え
て
い
る
部

分
に
つ
い
て
は
、
中
間
線
（
我
が
国
と
外
国
と
の
間
で
合
意
し
た
中
間
線
に
代
わ
る
線
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
線
）
と
す
る
。
）
ま
で
の
海
域

（
領
海
を
除
く
。
）
並
び
に
そ
の
海
底
及
び
そ
の
下
と
す
る
。

（
大
陸
棚
）
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第
二
条

我
が
国
が
国
連
海
洋
法
条
約
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
沿
岸
国
の
主
権
的
権
利
そ
の
他
の
権
利
を
行
使
す
る
大
陸
棚
（
以
下
単
に
「
大

陸
棚
」
と
い
う
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
海
域
の
海
底
及
び
そ
の
下
と
す
る
。

一

我
が
国
の
基
線
か
ら
、
い
ず
れ
の
点
を
と
っ
て
も
我
が
国
の
基
線
上
の
最
も
近
い
点
か
ら
の
距
離
が
二
百
海
里
で
あ
る
線
（
そ
の
線
が
我

が
国
の
基
線
か
ら
測
定
し
て
中
間
線
を
超
え
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
超
え
て
い
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
中
間
線
（
我
が
国
と
外
国
と
の
間
で

合
意
し
た
中
間
線
に
代
わ
る
線
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
線
及
び
こ
れ
と
接
続
し
て
引
か
れ
る
政
令
で
定
め
る
線
）
と
す
る
。
）
ま
で
の
海
域

（
領
海
を
除
く
。
）

二

前
号
の
海
域
（
い
ず
れ
の
点
を
と
っ
て
も
我
が
国
の
基
線
上
の
最
も
近
い
点
か
ら
の
距
離
が
二
百
海
里
で
あ
る
線
に
よ
っ
て
そ
の
限
界
が

画
さ
れ
る
部
分
に
限
る
。
）
の
外
側
に
接
す
る
海
域
で
あ
っ
て
、
国
連
海
洋
法
条
約
第
七
十
六
条
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
い
、
政
令
で
定
め

る
も
の

（
我
が
国
の
法
令
の
適
用
）

第
三
条

次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
我
が
国
の
法
令
（
罰
則
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
適
用
す
る
。

一

排
他
的
経
済
水
域
又
は
大
陸
棚
に
お
け
る
天
然
資
源
の
探
査
、
開
発
、
保
存
及
び
管
理
、
人
工
島
、
施
設
及
び
構
築
物
の
設
置
、
建
設
、

運
用
及
び
利
用
、
海
洋
環
境
の
保
護
及
び
保
全
並
び
に
海
洋
の
科
学
的
調
査

二

排
他
的
経
済
水
域
に
お
け
る
経
済
的
な
目
的
で
行
わ
れ
る
探
査
及
び
開
発
の
た
め
の
活
動
（
前
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

三

大
陸
棚
の
掘
削
（
第
一
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

四

前
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
排
他
的
経
済
水
域
又
は
大
陸
棚
に
係
る
水
域
に
お
け
る
我
が
国
の
公
務
員
の
職
務
の
執
行
（
当
該
職
務

の
執
行
に
関
し
て
こ
れ
ら
の
水
域
か
ら
行
わ
れ
る
国
連
海
洋
法
条
約
第
百
十
一
条
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
追
跡
に
係
る
職
務
の
執
行
を
含

む
。
）
及
び
こ
れ
を
妨
げ
る
行
為

２

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
同
項
第
一
号
の
人
工
島
、
施
設
及
び
構
築
物
に
つ
い
て
は
、
国
内
に
在
る
も
の
と
み
な
し
て
、
我
が
国
の
法

令
を
適
用
す
る
。

３

前
二
項
の
規
定
に
よ
る
我
が
国
の
法
令
の
適
用
に
関
し
て
は
、
当
該
法
令
が
適
用
さ
れ
る
水
域
が
我
が
国
の
領
域
外
で
あ
る
こ
と
そ
の
他
当

該
水
域
に
お
け
る
特
別
の
事
情
を
考
慮
し
て
合
理
的
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
範
囲
内
に
お
い
て
、
政
令
で
、
当
該
法
令
の
適
用
関
係
の
整
理
又

は
調
整
の
た
め
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
条
約
の
効
力
）

第
四
条

こ
の
法
律
に
規
定
す
る
事
項
に
関
し
て
条
約
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
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○
揮
発
油
等
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
一
年
十
一
月
二
十
五
日
法
律
第
八
十
八
号
）
（
抄
）

（
定
義
）

第
二
条

（
略
）

２

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
揮
発
油
」
と
は
、
炭
化
水
素
油
で
あ
つ
て
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
蒸
留
性
状
の
試
験
方
法
に
よ
る
減
失
量
加
算

九
十
パ
ー
セ
ン
ト
留
出
温
度
が
百
八
十
度
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
温
度
以
下
の
も
の
を
い
う
。

３
・
４

（
略
）

５

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
軽
油
」
と
は
、
炭
化
水
素
油
で
あ
つ
て
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
蒸
留
性
状
の
試
験
方
法
に
よ
る
九
十
パ
ー
セ
ン

ト
留
出
温
度
が
三
百
六
十
度
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
温
度
以
下
で
、
か
つ
、
温
度
十
五
度
に
お
け
る
比
重
が
〇
・
八

七
五
七
以
下
の
も
の
（
温
度
十
五
度
に
お
け
る
比
重
が
〇
・
八
三
以
上
で
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
試
験
方
法
に
よ
る
十
パ
ー
セ
ン
ト
残
油
の

残
留
炭
素
分
の
当
該
残
油
に
対
す
る
重
量
割
合
が
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
割
合
以
上
の
も
の
、
第
二
項
に
規
定
す
る
揮
発
油
及
び
第
七
項
に

規
定
す
る
灯
油
を
除
く
。
）
を
い
う
。

６
（
略
）

７

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
灯
油
」
と
は
、
炭
化
水
素
油
で
あ
つ
て
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
蒸
留
性
状
の
試
験
方
法
に
よ
る
九
十
五
パ
ー
セ

ン
ト
留
出
温
度
が
二
百
七
十
度
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
温
度
以
下
の
も
の
（
第
二
項
に
規
定
す
る
揮
発
油
を
除

く
。
）
を
い
う
。

８
・
９

（
略
）

(

規
格
に
適
合
し
な
い
揮
発
油
の
販
売
の
禁
止

)

第
十
三
条

揮
発
油
販
売
業
者
は
、
揮
発
油
の
規
格
と
し
て
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の

(

以
下
「
揮
発
油
規
格
」
と
い
う
。

)

に
適
合
し
な
い

物
を
、
自
動
車
の
燃
料
用
の
揮
発
油

(

揮
発
油
と
同
じ
用
途
に
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
石
油
製
品
で
あ
つ
て
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
を

含
む
。)

と
し
て
消
費
者
に
販
売
し
て
は
な
ら
な
い
。

(

揮
発
油
販
売
業
者
に
対
す
る
指
示

)

第
十
七
条
の
二

経
済
産
業
大
臣
は
、
揮
発
油
販
売
業
者
が
第
十
三
条
の
規
定
に
違
反
し
た
場
合
に
お
い
て
、
揮
発
油
の
消
費
者
の
利
益
が
害
さ

れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
揮
発
油
販
売
業
者
に
対
し
、
そ
の
販
売
に
係
る
揮
発
油
の
品
質
の
確
保
に
関
し
必
要
な
措
置
を

と
る
べ
き
こ
と
を
指
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

経
済
産
業
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
指
示
を
受
け
た
者
が
こ
れ
に
従
わ
な
か
つ
た
と
き
は
、
そ
の

旨
を
公
表
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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(

揮
発
油
生
産
業
者
の
義
務

)
第
十
七
条
の
三

原
油
又
は
石
油
製
品
を
精
製
し
て
揮
発
油
を
生
産
す
る
事
業
を
行
う
者

(

以
下
「
揮
発
油
生
産
業
者
」
と
い
う
。

)

は
、
生
産
し

た
揮
発
油
を
自
動
車
の
燃
料
と
し
て
販
売
又
は
消
費
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
揮
発
油
が
揮

発
油
規
格
に
適
合
す
る
こ
と
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
確
認
を
行
う
べ
き
者
は
、
経
済
産
業
大
臣
の
登
録
を
受
け
た
者
に
対
し
て
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
を
す
る
た
め
に

必
要
な
分
析
を
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

揮
発
油
輸
入
業
者
等
の
義
務

)

第
十
七
条
の
四

揮
発
油
の
輸
入
の
事
業
を
行
う
者

(

以
下
「
揮
発
油
輸
入
業
者
」
と
い
う
。

)

は
、
輸
入
し
た
揮
発
油
を
自
動
車
の
燃
料
と
し
て

販
売
又
は
消
費
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
揮
発
油
が
揮
発
油
規
格
に
適
合
す
る
こ
と
を
確
認

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
揮
発
油
輸
入
業
者
が
揮
発
油
生
産
業
者
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
確
認

を
行
う
揮
発
油
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

揮
発
油
以
外
の
石
油
製
品
を
輸
入
す
る
事
業
を
行
う
者
は
、
輸
入
し
た
石
油
製
品

(

揮
発
油
以
外
の
も
の
に
限
る
。

)

を
加
工
し
て
揮
発
油
を

生
産
し
、
こ
れ
を
自
動
車
の
燃
料
と
し
て
販
売
又
は
消
費
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
揮
発
油

が
揮
発
油
規
格
に
適
合
す
る
こ
と
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
揮
発
油
以
外
の
石
油
製
品
を
輸
入
す
る
事
業
を
行
う
者
が
揮
発

油
生
産
業
者
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
確
認
を
行
う
揮
発
油
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３

揮
発
油
輸
入
業
者
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
り
確
認
を
行
う
べ
き
者
は
、
経
済
産
業
大
臣
の
登
録
を
受
け
た
者
に
対
し
て
、
前
二
項
の
規
定
に

よ
る
確
認
を
す
る
た
め
に
必
要
な
分
析
を
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

揮
発
油
輸
入
業
者
は
、
自
動
車
の
燃
料
と
し
て
販
売
又
は
消
費
す
る
た
め
に
揮
発
油
を
輸
入
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
経
済
産
業
省
令
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
揮
発
油
の
品
質
、
数
量
そ
の
他
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
事
項
を
経
済
産
業
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

５

前
項
の
規
定
は
、
揮
発
油
輸
入
業
者
が
自
動
車
の
燃
料
以
外
の
も
の
と
し
て
販
売
又
は
消
費
す
る
た
め
に
揮
発
油
を
輸
入
し
た
場
合
に
お
い

て
、
輸
入
後
に
当
該
揮
発
油
を
自
動
車
の
燃
料
と
し
て
販
売
又
は
消
費
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中

「
遅
滞
な
く
」
と
あ
る
の
は
、
「
あ
ら
か
じ
め
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

６

前
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
者
は
、
届
出
に
係
る
事
項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
揮
発
油
を
販
売
又
は
消
費
す
る
時
ま

で
に
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
経
済
産
業
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

揮
発
油
生
産
業
者
、
揮
発
油
輸
入
業
者
等
に
対
す
る
指
示

)

第
十
七
条
の
五

経
済
産
業
大
臣
は
、
第
十
七
条
の
三
第
一
項
又
は
前
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
確
認
を
行
う
べ
き
者
が
こ
れ

ら
の
規
定
に
違
反
し
た
場
合
に
お
い
て
、
揮
発
油
の
消
費
者
の
利
益
が
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
者
に
対
し
、
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そ
の
販
売
に
係
る
揮
発
油
の
品
質
の
確
保
に
関
し
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
指
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

経
済
産
業
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
指
示
を
受
け
た
者
が
こ
れ
に
従
わ
な
か
つ
た
と
き
は
、
そ
の

旨
を
公
表
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
規
格
に
適
合
し
な
い
灯
油
の
販
売
の
禁
止
等
）

第
十
七
条
の
九

灯
油
販
売
業
者
は
、
灯
油
の
規
格
と
し
て
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
（
以
下
「
灯
油
規
格
」
と
い
う
。
）
に
適
合
し
な
い

物
を
、
屋
内
燃
焼
燃
料
用
の
灯
油
（
灯
油
と
同
じ
用
途
に
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
石
油
製
品
で
あ
つ
て
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
を
含

む
。
）
と
し
て
消
費
者
に
販
売
し
て
は
な
ら
な
い
。

２

第
十
七
条
の
二
及
び
第
十
七
条
の
六
の
規
定
は
、
灯
油
販
売
業
者
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
七
条
の
二
第
一
項
中
「
第
十

三
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
七
条
の
九
第
一
項
」
と
、
第
十
七
条
の
六
第
一
項
中
「
自
動
車
の
燃
料
用
の
揮
発
油
の
基
準
と
し
て
経
済
産
業
省

令
で
定
め
る
も
の
（
以
下
「
標
準
揮
発
油
の
基
準
」
と
い
う
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
屋
内
燃
焼
燃
料
用
の
灯
油
の
基
準
と
し
て
経
済
産
業
省
令

で
定
め
る
も
の
（
以
下
「
標
準
灯
油
の
基
準
」
と
い
う
。
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
灯
油
生
産
業
者
、
灯
油
輸
入
業
者
等
の
義
務
）

第
十
七
条
の
十

第
十
七
条
の
三
の
規
定
は
、
原
油
又
は
石
油
製
品
を
精
製
し
て
灯
油
を
生
産
す
る
事
業
を
行
う
者
（
以
下
「
灯
油
生
産
業
者
」

と
い
う
。
）
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
中
「
自
動
車
の
燃
料
」
と
あ
る
の
は
「
屋
内
燃
焼
燃
料
」
と
、
「
揮
発
油
規

格
」
と
あ
る
の
は
「
灯
油
規
格
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

２

第
十
七
条
の
四
第
一
項
及
び
第
三
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
は
、
灯
油
の
輸
入
の
事
業
を
行
う
者
（
以
下
「
灯
油
輸
入
業
者
」
と
い

う
。
）
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
中
「
自
動
車
の
燃
料
」
と
あ
る
の
は
「
屋
内
燃
焼
燃
料
」
と
、
「
揮
発
油
規
格
」

と
あ
る
の
は
「
灯
油
規
格
」
と
、
「
揮
発
油
生
産
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
灯
油
生
産
業
者
」
と
、
同
条
第
四
項
及
び
第
五
項
中
「
自
動
車
の
燃

料
」
と
あ
る
の
は
「
屋
内
燃
焼
燃
料
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

３

第
十
七
条
の
四
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
灯
油
以
外
の
石
油
製
品
を
輸
入
す
る
事
業
を
行
う
者
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

同
条
第
二
項
中
「
揮
発
油
以
外
」
と
あ
る
の
は
「
灯
油
以
外
」
と
、
「
自
動
車
の
燃
料
」
と
あ
る
の
は
「
屋
内
燃
焼
燃
料
」
と
、
「
揮
発
油
規

格
」
と
あ
る
の
は
「
灯
油
規
格
」
と
、
「
揮
発
油
生
産
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
灯
油
生
産
業
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

４

第
十
七
条
の
五
の
規
定
は
、
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
七
条
の
三
第
一
項
、
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
七
条
の
四
第
一
項
又

は
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
確
認
を
行
う
べ
き
者
に
準
用
す
る
。

（
指
定
分
析
機
関
の
指
定
の
申
請
）

第
十
七
条
の
十
一

（
略
）

２

前
項
の
申
請
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
区
分
に
従
い
、
分
析
業
務
を
行
う
事
業
所
ご
と
に
当
該
分
析
業
務
を
行
う
区
域
（
以
下
「
分
析
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業
務
区
域
」
と
い
う
。
）
を
定
め
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
欠
格
条
項
）

第
十
七
条
の
十
二

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
分
析
機
関
の
指
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

一

こ
の
法
律
又
は
こ
の
法
律
に
基
づ
く
処
分
に
違
反
し
、
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
つ

た
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い
者

二
・
三

（
略
）

（
登
録
の
基
準
）

第
十
七
条
の
十
三

経
済
産
業
大
臣
は
、
第
十
七
条
の
十
一
の
規
定
に
よ
り
分
析
機
関
の
登
録
を
申
請
し
た
者
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
分
析

機
関
登
録
申
請
者
」
と
い
う
。
）
が
次
に
掲
げ
る
要
件
の
す
べ
て
に
適
合
し
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
分
析
機
関
の
登
録
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
分
析
機
関
の
登
録
に
関
し
て
必
要
な
手
続
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
。

一

別
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
分
析
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
機
械
器
具
を
用
い
て
分
析
業
務
を
行
う
も
の
で
あ
る
こ

と
。

二

消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
第
十
三
条
の
二
第
一
項
の
甲
種
危
険
物
取
扱
者
免
状
又
は
乙
種
危
険
物
取
扱
者
免
状
の

交
付
を
受
け
て
い
る
者
が
分
析
業
務
を
実
施
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三

分
析
機
関
登
録
申
請
者
が
、
揮
発
油
販
売
業
者
、
揮
発
油
生
産
業
者
、
軽
油
生
産
業
者
、
灯
油
生
産
業
者
、
揮
発
油
輸
入
業
者
、
軽
油
輸

入
業
者
、
灯
油
輸
入
業
者
又
は
第
十
七
条
の
四
第
二
項
（
第
十
七
条
の
八
第
三
項
又
は
第
十
七
条
の
十
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
確
認
を
行
う
べ
き
者
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
揮
発
油
販
売
業
者
等
」
と
総
称
す
る
。
）
に
支
配
さ
れ
て
い
る

も
の
と
し
て
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
。

イ

分
析
機
関
登
録
申
請
者
が
株
式
会
社
又
は
有
限
会
社
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
揮
発
油
販
売
業
者
等
が
そ
の
親
会
社
（
商
法
（
明
治

三
十
二
年
法
律
第
四
十
八
号
）
第
二
百
十
一
条
ノ
二
第
一
項
の
親
会
社
を
い
う
。
）
で
あ
る
こ
と
。

ロ

分
析
機
関
登
録
申
請
者
の
役
員
（
合
名
会
社
又
は
合
資
会
社
に
あ
つ
て
は
、
業
務
執
行
権
を
有
す
る
社
員
）
に
占
め
る
揮
発
油
販
売
業

者
等
の
役
員
又
は
職
員
（
過
去
二
年
間
に
当
該
揮
発
油
販
売
業
者
等
の
役
員
又
は
職
員
で
あ
つ
た
者
を
含
む
。
）
の
割
合
が
二
分
の
一
を

超
え
て
い
る
こ
と
。

ハ

分
析
機
関
登
録
申
請
者
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
権
を
有
す
る
役
員
）
が
、
揮
発
油
販
売
業
者
等
の
役
員
又
は
職
員
（
過
去
二

年
間
に
当
該
揮
発
油
販
売
業
者
等
の
役
員
又
は
職
員
で
あ
つ
た
者
を
含
む
。
）
で
あ
る
こ
と
。

２

分
析
機
関
の
登
録
は
、
分
析
機
関
登
録
簿
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
て
す
る
も
の
と
す
る
。

一

登
録
年
月
日
及
び
登
録
番
号

二

登
録
を
受
け
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名
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三

分
析
の
区
分

四

分
析
業
務
を
行
う
事
業
所

(
登
録
の
更
新)

第
十
七
条
の
十
四

分
析
機
関
の
登
録
は
、
三
年
を
下
ら
な
い
政
令
で
定
め
る
期
間
ご
と
に
そ
の
更
新
を
受
け
な
け
れ
ば
、
そ
の
期
間
の
経
過
に

よ
つ
て
、
そ
の
効
力
を
失
う
。

２

前
三
条
の
規
定
は
、
前
項
の
分
析
機
関
の
登
録
の
更
新
に
準
用
す
る
。

（
分
析
の
義
務
）

第
十
七
条
の
十
五

（
略
）

２

（
略
）

３

経
済
産
業
大
臣
は
、
前
二
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
指
定
分
析
機
関
が
そ
の
分
析
業
務
を
行
わ
ず
、
又
は
そ
の
方
法
が
適
当
で
な
い

と
き
は
、
指
定
分
析
機
関
に
対
し
、
そ
の
分
析
業
務
を
行
い
、
又
は
そ
の
方
法
を
改
善
す
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

業
務
規
程)

第
十
七
条
の
十
六

登
録
分
析
機
関
は
、
分
析
業
務
に
関
す
る
規
程

(

以
下
「
業
務
規
程
」
と
い
う
。

)

を
定
め
、
分
析
業
務
の
開
始
前
に
、
経
済

産
業
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

２

業
務
規
程
に
は
、
分
析
業
務
の
実
施
方
法
、
分
析
業
務
に
関
す
る
料
金
そ
の
他
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
事
項
を
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

(

分
析
業
務
の
休
廃
止)

第
十
七
条
の
十
八

登
録
分
析
機
関
は
、
分
析
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
休
止
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
、
そ
の
旨
を
経
済
産
業
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

登
録
の
失
効)

第
十
七
条
の
十
九

登
録
分
析
機
関
が
分
析
業
務
を
廃
止
し
た
と
き
は
、
分
析
機
関
の
登
録
は
、
そ
の
効
力
を
失
う
。

（
指
定
の
取
消
し
）

第
十
七
条
の
二
十

経
済
産
業
大
臣
は
、
指
定
分
析
機
関
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
分
析
機
関
の
指
定
を
取
り
消
す
こ
と

が
で
き
る
。
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一

第
十
七
条
の
十
二
第
一
号
又
は
第
三
号
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
き
。

二
・
三

（
略
）

四

第
十
七
条
の
十
六
第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
業
務
規
程
に
よ
ら
な
い
で
分
析
業
務
を
行
つ
た
と
き
。

五

（
略
）

別
表
（
第
十
七
条
の
十
一
、
第
十
七
条
の
十
三
関
係
）

分
析
の
区
分

機
械
器
具

一

揮
発
油
販
売
業
者
の
委
託
に
係
る
揮
発
油
の
分
析

一

原
子
吸
光
分
析
計

二

次
に
掲
げ
る
機
器
の
う
ち
い
ず
れ
か
一
の
機
器

イ

微
量
電
量
滴
定
式
酸
化
法
試
験
器

ロ

酸
水
素
炎
燃
焼
式
試
験
器

ハ

紫
外
蛍
光
法
試
験
器

ニ

波
長
分
散
型
蛍
光
Ｘ
線
装
置

三

ガ
ス
ク
ロ
マ
ト
グ
ラ
フ

四

ガ
ム
試
験
器

二

揮
発
油
生
産
業
者
、
揮
発
油
輸
入
業
者
又
は
第
十

一

原
子
吸
光
分
析
計

七
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
確
認
を
行
う
べ
き

二

次
に
掲
げ
る
機
器
の
う
ち
い
ず
れ
か
一
の
機
器

者
の
委
託
に
係
る
揮
発
油
の
分
析

イ

微
量
電
量
滴
定
式
酸
化
法
試
験
器

ロ

酸
水
素
炎
燃
焼
式
試
験
器

ハ

紫
外
蛍
光
法
試
験
器

ニ

波
長
分
散
型
蛍
光
Ｘ
線
装
置

三

ガ
ス
ク
ロ
マ
ト
グ
ラ
フ

四

ガ
ム
試
験
器

三

軽
油
生
産
業
者
、
軽
油
輸
入
業
者
又
は
第
十
七
条

一

次
に
掲
げ
る
機
器
の
う
ち
い
ず
れ
か
一
の
機
器

の
八
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
七
条
の
四
第

イ

微
量
電
量
滴
定
式
酸
化
法
試
験
器

二
項
の
規
定
に
よ
り
確
認
を
行
う
べ
き
者
の
委
託
に

ロ

酸
水
素
炎
燃
焼
式
試
験
器
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係
る
軽
油
の
分
析

ハ

燃
焼
管
式
空
気
法
試
験
器

ニ

放
射
線
式
励
起
法
分
析
計

ホ

燃
焼
管
式
酸
素
法
試
験
器

ヘ

紫
外
蛍
光
法
試
験
器

ト

波
長
分
散
型
蛍
光
Ｘ
線
装
置

二

次
に
掲
げ
る
機
器
の
う
ち
い
ず
れ
か
一
の
機
器

イ

セ
タ
ン
価
試
験
装
置

ロ

密
度
計

三

常
圧
法
蒸
留
試
験
器

四

灯
油
生
産
業
者
、
灯
油
輸
入
業
者
又
は
第
十
七
条

一

次
に
掲
げ
る
機
器
の
う
ち
い
ず
れ
か
一
の
機
器

の
十
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
七
条
の
四
第

イ

微
量
電
量
滴
定
式
酸
化
法
試
験
器

二
項
の
規
定
に
よ
り
確
認
を
行
う
べ
き
者
の
委
託
に

ロ

酸
水
素
炎
燃
焼
式
試
験
器

係
る
灯
油
の
分
析

ハ

紫
外
蛍
光
法
試
験
器

ニ

波
長
分
散
型
蛍
光
Ｘ
線
装
置

二

タ
グ
密
閉
式
引
火
点
試
験
器

三

セ
ー
ボ
ル
ト
色
試
験
器

○
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
七
月
十
六
日
法
律
第
百
三
号
）
（
抄
）

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
独
立
行
政
法
人
」
と
は
、
国
民
生
活
及
び
社
会
経
済
の
安
定
等
の
公
共
上
の
見
地
か
ら
確
実
に
実
施
さ
れ
る
こ

と
が
必
要
な
事
務
及
び
事
業
で
あ
っ
て
、
国
が
自
ら
主
体
と
な
っ
て
直
接
に
実
施
す
る
必
要
の
な
い
も
の
の
う
ち
、
民
間
の
主
体
に
ゆ
だ
ね
た

場
合
に
は
必
ず
し
も
実
施
さ
れ
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
又
は
一
の
主
体
に
独
占
し
て
行
わ
せ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
も
の
を
効
率
的
か
つ
効

果
的
に
行
わ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
こ
の
法
律
及
び
個
別
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
設
立
さ
れ
る
法
人
を
い
う
。

２

（
略
）
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○
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
十
二
月
十
三
日
法
律
第
百
五
十
一
号
）
（
抄
）

（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
申
請
等
）

第
三
条

行
政
機
関
等
は
、
申
請
等
の
う
ち
当
該
申
請
等
に
関
す
る
他
の
法
令
の
規
定
に
よ
り
書
面
等
に
よ
り
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
も
の
に
つ

い
て
は
、
当
該
法
令
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
主
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
電
子
情
報
処
理
組
織
（
行
政
機
関
等
の
使
用
に
係
る
電

子
計
算
機
（
入
出
力
装
置
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
と
申
請
等
を
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子

情
報
処
理
組
織
を
い
う
。
）
を
使
用
し
て
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
～
４

（
略
）

○
行
政
不
服
審
査
法
（
昭
和
三
十
七
年
九
月
十
五
日
法
律
第
百
六
十
号
）
（
抄
）

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
法
律
に
い
う
「
処
分
」
に
は
、
各
本
条
に
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
公
権
力
の
行
使
に
当
た
る
事
実
上
の
行
為
で
、

人
の
収
容
、
物
の
留
置
そ
の
他
そ
の
内
容
が
継
続
的
性
質
を
有
す
る
も
の
（
以
下
「
事
実
行
為
」
と
い
う
。
）
が
含
ま
れ
る
も
の
と
す
る
。

２

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
不
作
為
」
と
は
、
行
政
庁
が
法
令
に
基
づ
く
申
請
に
対
し
、
相
当
の
期
間
内
に
な
ん
ら
か
の
処
分
そ
の
他
公
権
力
の

行
使
に
当
た
る
行
為
を
す
べ
き
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
を
し
な
い
こ
と
を
い
う
。

（
不
服
申
立
て
の
種
類
）

第
三
条

こ
の
法
律
に
よ
る
不
服
申
立
て
は
、
行
政
庁
の
処
分
又
は
不
作
為
に
つ
い
て
行
な
う
も
の
に
あ
つ
て
は
審
査
請
求
又
は
異
議
申
立
て
と

し
、
審
査
請
求
の
裁
決
を
経
た
後
さ
ら
に
行
な
う
も
の
に
あ
つ
て
は
再
審
査
請
求
と
す
る
。

２

審
査
請
求
は
、
処
分
を
し
た
行
政
庁
（
以
下
「
処
分
庁
」
と
い
う
。
）
又
は
不
作
為
に
係
る
行
政
庁
（
以
下
「
不
作
為
庁
」
と
い
う
。
）
以

外
の
行
政
庁
に
対
し
て
す
る
も
の
と
し
、
異
議
申
立
て
は
、
処
分
庁
又
は
不
作
為
庁
に
対
し
て
す
る
も
の
と
す
る
。

（
処
分
に
つ
い
て
の
審
査
請
求
）

第
五
条

行
政
庁
の
処
分
に
つ
い
て
の
審
査
請
求
は
、
次
の
場
合
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

処
分
庁
に
上
級
行
政
庁
が
あ
る
と
き
。
た
だ
し
、
処
分
庁
が
主
任
の
大
臣
又
は
宮
内
庁
長
官
若
し
く
は
外
局
若
し
く
は
こ
れ
に
置
か
れ
る

庁
の
長
で
あ
る
と
き
を
除
く
。

二

前
号
に
該
当
し
な
い
場
合
で
あ
つ
て
、
法
律
（
条
例
に
基
づ
く
処
分
に
つ
い
て
は
、
条
例
を
含
む
。
）
に
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き

る
旨
の
定
め
が
あ
る
と
き
。
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２

前
項
の
審
査
請
求
は
、
同
項
第
一
号
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
法
律
（
条
例
に
基
づ
く
処
分
に
つ
い
て
は
、
条
例
を
含
む
。
）
に
特
別
の
定
め

が
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
処
分
庁
の
直
近
上
級
行
政
庁
に
、
同
項
第
二
号
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
法
律
又
は
条
例
に
定
め
る
行
政
庁
に

対
し
て
す
る
も
の
と
す
る
。

（
不
作
為
に
つ
い
て
の
不
服
申
立
て
）

第
七
条

行
政
庁
の
不
作
為
に
つ
い
て
は
、
当
該
不
作
為
に
係
る
処
分
そ
の
他
の
行
為
を
申
請
し
た
者
は
、
異
議
申
立
て
又
は
当
該
不
作
為
庁
の

直
近
上
級
行
政
庁
に
対
す
る
審
査
請
求
の
い
ず
れ
か
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
不
作
為
庁
が
主
任
の
大
臣
又
は
宮
内
庁
長
官
若
し
く

は
外
局
若
し
く
は
こ
れ
に
置
か
れ
る
庁
の
長
で
あ
る
と
き
は
、
異
議
申
立
て
の
み
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

○
小
型
船
舶
の
登
録
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
七
月
四
日
法
律
第
百
二
号
）
（
抄
）

第
二
章

登
録
及
び
測
度

（
登
録
の
一
般
的
効
力
）

第
三
条

小
型
船
舶
は
、
小
型
船
舶
登
録
原
簿
（
以
下
「
原
簿
」
と
い
う
。
）
に
登
録
を
受
け
た
も
の
で
な
け
れ
ば
、
こ
れ
を
航
行
の
用
に
供
し

て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
臨
時
航
行
と
し
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
四
条

登
録
を
受
け
た
小
型
船
舶
の
所
有
権
の
得
喪
は
、
登
録
を
受
け
な
け
れ
ば
、
第
三
者
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
原
簿
）

第
五
条

原
簿
は
、
そ
の
全
部
又
は
一
部
を
磁
気
デ
ィ
ス
ク
（
こ
れ
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事
項
を
確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き

る
物
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
も
っ
て
調
製
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
新
規
登
録
及
び
測
度
）

第
六
条

登
録
を
受
け
て
い
な
い
小
型
船
舶
の
登
録
（
以
下
「
新
規
登
録
」
と
い
う
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
所
有
者
は
、
国

土
交
通
大
臣
に
対
し
、
新
規
登
録
の
申
請
を
し
、
か
つ
、
当
該
船
舶
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

国
土
交
通
大
臣
は
、
前
項
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
申
請
に
虚
偽
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
を
除
き
、
当
該
船
舶
の
総
ト
ン
数
の
測

度
（
以
下
「
測
度
」
と
い
う
。
）
を
行
い
、
か
つ
、
次
に
掲
げ
る
事
項
及
び
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
基
準
に
よ
り
定
め
た
船
舶
番
号
を
原
簿

に
記
載
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
新
規
登
録
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

船
舶
の
種
類
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二

船
籍
港

三

船
舶
の
長
さ
、
幅
及
び
深
さ

四

総
ト
ン
数

五

船
体
識
別
番
号

六

推
進
機
関
を
有
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
種
類
及
び
型
式

七

所
有
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

八

登
録
年
月
日

（
登
録
事
項
の
通
知
）

第
七
条

国
土
交
通
大
臣
は
、
新
規
登
録
を
行
っ
た
と
き
は
、
申
請
者
に
対
し
、
登
録
事
項
を
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
通
知
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
船
舶
番
号
の
表
示
の
義
務
）

第
八
条

小
型
船
舶
の
所
有
者
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
船
舶
番
号
の
通
知
を
受
け
た
と
き
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
遅

滞
な
く
当
該
船
舶
に
当
該
船
舶
番
号
を
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
変
更
登
録
）

第
九
条

新
規
登
録
を
受
け
た
小
型
船
舶
（
以
下
「
登
録
小
型
船
舶
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
第
六
条
第
二
項
各
号
（
第
八
号
を
除
く
。
）
に
掲

げ
る
事
項
の
い
ず
れ
か
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
（
次
条
の
規
定
に
よ
る
移
転
登
録
又
は
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
抹
消
登
録
の
申
請
を
す
べ
き

場
合
を
除
く
。
）
に
は
、
そ
の
所
有
者
は
、
そ
の
事
由
が
あ
っ
た
日
か
ら
十
五
日
以
内
に
、
国
土
交
通
大
臣
に
対
し
、
変
更
登
録
の
申
請
を
し
、

か
つ
、
同
項
第
二
号
又
は
第
七
号
に
掲
げ
る
事
項
の
み
の
変
更
の
場
合
を
除
き
、
当
該
船
舶
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

国
土
交
通
大
臣
は
、
変
更
登
録
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
申
請
に
虚
偽
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
を
除
き
、
測
度
（
第
六
条
第
二
項

第
三
号
又
は
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
の
場
合
に
限
る
。
）
及
び
変
更
登
録
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
七
条
の
規
定
は
、
変
更
登
録
を
行
っ
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
移
転
登
録
）

第
十
条

登
録
小
型
船
舶
に
つ
い
て
所
有
者
の
変
更
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
新
所
有
者
は
、
そ
の
事
由
が
あ
っ
た
日
か
ら
十
五
日
以
内
に
、
国
土

交
通
大
臣
に
対
し
、
移
転
登
録
の
申
請
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

国
土
交
通
大
臣
は
、
前
項
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
申
請
に
虚
偽
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
を
除
き
、
移
転
登
録
を
行
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
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３

第
七
条
の
規
定
は
、
移
転
登
録
を
行
っ
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
船
舶
番
号
の
変
更
）

第
十
一
条

国
土
交
通
大
臣
は
、
前
二
条
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
そ
の
他
の
場
合
に
お
い
て
、
登
録
小
型
船
舶
に
つ
い
て
そ
の
船
舶
番
号
が
第
六

条
第
二
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
し
な
く
な
っ
た
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
船
舶
番
号
を
変
更
す
る
も
の
と
す
る
。

２

第
七
条
及
び
第
八
条
の
規
定
は
、
船
舶
番
号
を
変
更
し
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
抹
消
登
録
）

第
十
二
条

登
録
小
型
船
舶
の
所
有
者
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
そ
の
事
由
が
あ
っ
た
日
か
ら
十
五
日
以
内
に
、
国
土
交
通
大
臣
に
対
し
、

抹
消
登
録
の
申
請
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
船
舶
が
滅
失
し
、
沈
没
し
、
又
は
解
撤
さ
れ
た
と
き
。

二

当
該
船
舶
の
存
否
が
三
箇
月
間
不
明
に
な
っ
た
と
き
。

三

当
該
船
舶
が
小
型
船
舶
で
な
く
な
っ
た
と
き
。

２

国
土
交
通
大
臣
は
、
前
項
の
事
由
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
船
舶
の
所
有
者
が
抹
消
登
録
の
申
請
を
し
な
い
と
き
は
、
そ
の

定
め
る
七
日
以
上
の
期
間
に
お
い
て
、
こ
れ
を
な
す
べ
き
こ
と
を
催
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

国
土
交
通
大
臣
は
、
前
項
の
催
告
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
船
舶
の
所
有
者
が
正
当
な
理
由
が
な
い
の
に
抹
消
登
録
の
申
請
を
し
な
い

と
き
は
、
抹
消
登
録
を
行
い
、
そ
の
旨
を
当
該
所
有
者
に
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

第
十
条
第
二
項
の
規
定
は
、
抹
消
登
録
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
原
簿
の
記
録
等
の
保
存
）

第
十
三
条

抹
消
登
録
を
行
っ
た
小
型
船
舶
に
係
る
原
簿
の
記
録
は
、
当
該
抹
消
登
録
を
行
っ
た
日
か
ら
十
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

小
型
船
舶
の
登
録
に
係
る
申
請
書
及
び
第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
譲
渡
証
明
書
そ
の
他
の
添
付
書
類
は
、
当
該
申
請
が
あ
っ
た
日
か
ら

五
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
登
録
事
項
証
明
書
等
）

第
十
四
条

何
人
も
、
国
土
交
通
大
臣
に
対
し
、
原
簿
の
謄
本
若
し
く
は
抄
本
又
は
原
簿
の
う
ち
磁
気
デ
ィ
ス
ク
を
も
っ
て
調
製
さ
れ
た
部
分
に

記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
を
証
明
し
た
書
面
（
以
下
「
登
録
事
項
証
明
書
等
」
と
い
う
。
）
の
交
付
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
譲
渡
証
明
書
）

第
十
九
条

小
型
船
舶
を
譲
渡
す
る
者
は
、
当
該
船
舶
を
譲
渡
し
た
旨
及
び
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
（
以
下
「
譲
渡
証
明
書
」
と
い
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う
。
）
を
譲
受
人
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

譲
渡
の
年
月
日

二

船
体
識
別
番
号

三

推
進
機
関
を
有
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
種
類
及
び
型
式

四

譲
渡
人
及
び
譲
受
人
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

２

譲
渡
証
明
書
は
、
譲
渡
に
係
る
小
型
船
舶
一
隻
に
つ
き
、
二
通
以
上
交
付
し
て
は
な
ら
な
い
。

３

小
型
船
舶
を
譲
渡
す
る
者
は
、
当
該
船
舶
に
関
し
て
既
に
交
付
を
受
け
て
い
る
譲
渡
証
明
書
を
有
す
る
と
き
は
、
こ
れ
を
譲
受
人
に
交
付
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

譲
受
人
は
、
新
規
登
録
又
は
移
転
登
録
の
申
請
を
す
る
場
合
に
は
、
申
請
書
に
譲
渡
証
明
書
（
前
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
も
の
を
含

む
。
）
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

譲
渡
証
明
書
に
関
す
る
細
目
的
事
項
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
。

第
三
章

小
型
船
舶
検
査
機
構
に
よ
る
登
録
測
度
事
務
の
実
施
等

（
小
型
船
舶
検
査
機
構
に
よ
る
登
録
測
度
事
務
の
実
施
）

第
二
十
一
条

国
土
交
通
大
臣
は
、
小
型
船
舶
検
査
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
に
、
前
章
に
規
定
す
る
小
型
船
舶
の
登
録
及
び
測
度
に

関
す
る
事
務
（
第
十
五
条
か
ら
第
十
八
条
ま
で
の
規
定
に
よ
る
事
務
を
除
く
。
以
下
「
登
録
測
度
事
務
」
と
い
う
。
）
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で

き
る
。

２

国
土
交
通
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
登
録
測
度
事
務
を
行
わ
せ
る
と
き
は
、
機
構
が
登
録
測
度
事
務
を
開
始
す
る
日
及
び
登
録

測
度
事
務
を
行
う
事
務
所
の
所
在
地
を
官
報
で
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

国
土
交
通
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
登
録
測
度
事
務
を
行
わ
せ
る
と
き
は
、
自
ら
登
録
測
度
事
務
を
行
わ
な
い
も
の
と
す
る
。

４

機
構
が
登
録
測
度
事
務
を
行
う
場
合
に
お
け
る
第
六
条
、
第
七
条
（
第
九
条
第
三
項
、
第
十
条
第
三
項
及
び
第
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
（
第
十
二
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
、
第
十
一
条
第
一
項
、
第
十
二
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
並
び
に
第
十
四
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
国

土
交
通
大
臣
」
と
あ
る
の
は
、
「
小
型
船
舶
検
査
機
構
」
と
す
る
。

（
登
録
測
度
事
務
規
程
）

第
二
十
二
条

機
構
は
、
登
録
測
度
事
務
の
開
始
前
に
、
登
録
測
度
事
務
に
関
す
る
規
程
（
以
下
「
登
録
測
度
事
務
規
程
」
と
い
う
。
）
を
定
め
、

国
土
交
通
大
臣
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

２

国
土
交
通
大
臣
は
、
前
項
の
認
可
を
し
た
登
録
測
度
事
務
規
程
が
登
録
測
度
事
務
の
適
正
か
つ
確
実
な
実
施
上
不
適
当
と
な
っ
た
と
認
め
る

と
き
は
、
そ
の
登
録
測
度
事
務
規
程
を
変
更
す
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
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３

登
録
測
度
事
務
規
程
で
定
め
る
べ
き
事
項
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
。

（
秘
密
保
持
義
務
）

第
二
十
三
条

登
録
測
度
事
務
に
従
事
す
る
機
構
の
役
員
若
し
く
は
職
員
又
は
こ
れ
ら
の
職
に
あ
っ
た
者
は
、
登
録
測
度
事
務
に
関
し
て
知
り
得

た
秘
密
を
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
国
土
交
通
大
臣
に
よ
る
登
録
測
度
事
務
の
実
施
等
）

第
二
十
四
条

国
土
交
通
大
臣
は
、
第
二
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
機
構
が
天
災
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
登
録
測
度
事
務
の
全
部

又
は
一
部
を
実
施
す
る
こ
と
が
困
難
と
な
っ
た
場
合
に
お
い
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
登
録
測
度
事
務
の
全
部
又
は
一
部
を
自

ら
行
う
も
の
と
す
る
。

２

国
土
交
通
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
測
度
事
務
の
全
部
又
は
一
部
を
自
ら
行
う
こ
と
と
し
、
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
り
自
ら
行
っ

て
い
る
登
録
測
度
事
務
を
行
わ
な
い
こ
と
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
そ
の
旨
を
官
報
で
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

国
土
交
通
大
臣
が
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
測
度
事
務
の
全
部
又
は
一
部
を
自
ら
行
う
場
合
に
お
け
る
登
録
測
度
事
務
の
引
継
ぎ
そ
の
他

の
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
。

○
特
定
製
品
に
係
る
フ
ロ
ン
類
の
回
収
及
び
破
壊
の
実
施
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
六
月
二
十
二
日
法
律
第
六
十
四
号
）

（
フ
ロ
ン
類
の
放
出
の
禁
止
）

第
三
十
八
条

何
人
も
、
み
だ
り
に
特
定
製
品
に
冷
媒
と
し
て
充
て
ん
さ
れ
て
い
る
フ
ロ
ン
類
を
大
気
中
に
放
出
し
て
は
な
ら
な
い
。

○
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第

号
）

附

則

（
海
洋
汚
染
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
三
十
二
条

海
洋
汚
染
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
十
二
条
の
三
十
八
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
四
十
二
条
の
三
十
八

削
除


